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総務課原子爆弾被爆者援護対策室

原爆被爆者対策について

１．原爆症認定について

（１）原爆症認定審査について

厚生労働大臣が原爆症の認定を行うに当たって、科学的・医学的見地から専門的

「 」な意見を聴くこととされている 疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会

では、平成２０年４月以降、従来の審査方針を見直した「新しい審査の方針」に基

づき審査を行い、現在までに約１７，７００件を超える審査を行っている。

このうち認定件数は、約８，８００件を超えており、認定件数の増加に伴い、医

療特別手当支給件数が増加することから、平成２４年度予算（案）で必要な額を確

保したので、各都道府県、広島市、長崎市（以下「都道府県市」という ）におか。

れても必要な予算措置をよろしくお願いしたい。

また、厚生労働省では、引き続き迅速な審査に努めているが、都道府県市を通じ

ていただく申請書類の中には、審査に必要な検査結果報告書等、医学的な書類がそ

ろっていない事例もあり、追加で提出をお願いすることにより審査に時間を要して

いる場合もみられることから、申請書の進達に当たっては、必要とされている書類

の確認に一層の御協力をお願いしたい。

（２）原爆症認定制度の在り方の検討について

原爆症認定制度については、平成２１年１２月に成立した「原爆症認定集団訴訟

の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律」の附則に、原爆

症認定制度の在り方について検討する旨が規定され、平成２２年８月に、内閣総理

大臣より原爆症認定制度の見直しの検討を進めることが表明された。

これを踏まえ、原爆症認定制度の在り方について検討を行い、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるため、厚生労働大臣の主催により 「原爆症認定制度の在り、

」 （ ）。方に関する検討会 を開催している 平成２２年１２月から現在までに７回開催

（参 考）

「原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関す

る法律」について

・平成２１年８月６日、集団訴訟の早期解決と原告の早期救済を図るため、総
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理と被爆者団体との間で 「原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に、

係る確認書」が署名された。

・平成２１年１２月１日、確認書の内容を踏まえ 「原爆症認定集団訴訟の原、

告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律」が、議員立法

により全会一致で成立した。

２ 「原爆体験者等健康意識調査報告書」に関する検討について．

広島に投下された原子爆弾に伴う黒い雨については、広島市を中心として被爆地域

周辺の住民を対象とした実態調査等が実施され、これらの報告を踏まえ、国に対して

被爆地域拡大の要望がされている。

被爆地域の指定にあたっては、科学的・合理的な根拠が必要であることから 「 原、「

爆体験者等健康意識調査報告書」等に関する検討会」において、要望を受けた地域に

おける原爆放射線による健康影響について科学的な検証を行っている。

３．在外被爆者の方々に対する支援について

在外被爆者の方々に対する援護は、平成１４年度に被爆者健康手帳交付のための渡

日支援等の事業を開始し、平成１６年度に居住国での医療費を助成する保健医療助成

事業を創設した。

また、国外からの申請手続については、平成１７年度に健康管理手当等の申請、平

成２０年度に被爆者健康手帳の申請、さらに平成２２年４月からは原爆症認定及び健

康診断受診者証の申請を可能とするなど支援の充実に努めている。

在外被爆者の方々が高齢化していることに鑑み、都道府県市におかれては、なお一

層の円滑な事務処理をお願いする。

なお、在外被爆者の方々が居住国でかかった医療費に対して助成を行う保健医療助

成事業については、平成２４年度予算（案）において上限額を以下のとおり見直すこ

ととしている。

（参 考）

保健医療助成費上限額の見直し

・１７１，０００円 → １７６，０００円（通常）

・１８３，０００円 → １８７，０００円（４日以上入院）

（１）在外被爆者の方々からの原爆症認定申請について

在外被爆者の方々からの原爆症認定申請については、平成２０年６月に成立した改正

被爆者援護法の附則に 「政府は、この法律の施行の状況等を踏まえ、在外被爆者に係る、

原爆症認定申請の在り方について検討を行う」旨規定されたことを受けて、検討した結
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果、平成２２年４月から国外からの原爆症認定申請を可能としたところである。

申請にあたっては、在外公館で受け付けた後、都道府県市を通じて国に進達して

いただいているので、引き続き御協力をお願いしたい。

（２）未払い手当について

平成１９年２月の最高裁判決を受け、時効を理由に未払いとなっていた平成９年

１１月分以前の健康管理手当等の支払いを平成１９年４月より開始しているが、手

当証書等の書類が文書保存期間を経過し廃棄されているなどの理由により確認でき

ない場合には、その他の関係書類により可能な限り当時の手当認定の事実を推認す

ることにより、未払手当の支給を行うこととしている。都道府県市におかれては、

該当する案件がある場合には、個別に照会願いたい。

（３）４０２号通達に係る在外被爆者の方々への賠償について

４０２号通達に関しては、約２，１７０名の在外被爆者又はその遺族の方々が、

大阪、広島及び長崎の各地方裁判所に提訴している。

これに対しては、平成１９年１１月の三菱徴用工最高裁判決で示された要件と同

様の状況にあることが確認できた方については、和解により賠償金を支払うことと

し、各地方裁判所において和解に向けた手続を行っている。

この和解に係る要件の確認に当たっては、被爆者健康手帳の交付等の事実確認に

つき、都道府県市の御協力が必要であり、各裁判所から調査嘱託がなされているの

で、引き続き御協力をお願いしたい。

（参考）在外被爆者の方々の国家賠償について

・平成１９年１１月の最高裁判決において、被爆者が出国した際に各種手当

の支給を停止する取扱いを規定する通達（いわゆる「４０２号通達 ）の」

発出及び運用に関し、過失があったとして、１００万円の国家賠償請求が

認められた。

・同様の状況にある在外被爆者の方々に対する対応については、国家賠償に

かかわるものであり、司法の場を通じて要件の確認をした上で、和解によ

り賠償金を支払うことが適当であり、１００万円の賠償金と１０万円の弁

護士費用を支払うこととしている。

４．各種手当について

、 、平成２４年度の各種手当については 平成２３年の消費者物価指数の下落に伴い

関係法令の改正により、平成２４年４月から支給額を改定する予定である。

また、これまで年金と連動して同じスライド措置が採られてきたことによる物価

スライド特例分について、年金と同様に、手当額を本来の水準に計画的に引き下げ
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る予定である（平成２４年度から２６年度の３年間で解消し、平成２４年１０月か

ら０．６％引下げ 。）

なお、具体的な改定額については、おって連絡することとしている。

各種手当の支給に当たっては、それぞれの手当ごとに定めている支給決定手続を遵

守し、適切な支給をお願いしたい。
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原子爆弾被爆者に対する援護として、被爆者が受けた放射能による健康被害という、他の戦争犠牲

者には見られない「特別の犠牲」に着目し、国の責任において、医療の給付、各種手当の支給等、総合

的な保健・医療・福祉施策を講じている。 

                            【 １，４７８億円 （平成24年度予算（案）） 】                          
         １ 医療の給付（医療費の無料化）    【    438億円（平成24年度予算（案））】 
         ２ 各種手当の支給   【    930億円（平成24年度予算（案））】 
                健康管理手当 （月額：  33,670円） 【支給対象者  約１８．７万人（平成22年度末） 】 （被爆者の８５％が受給） 
                 医療特別手当 （月額：136,890円） 【支給対象者   約７，２００人 （前出）】                など 
                            ※手当額は２３年度         

           ３ 健康診断の実施（年２回） 
      ４ 福祉事業の実施（居宅生活支援、原爆養護ホーム事業など）    

                   → 認定を受けた者には医療特別手当（月額136,890円）を支給  【支給対象者 約７，２００人】 
                                                                                ※２３年度手当額                  （平成22年度末） 

  被爆者の疾病について①原爆放射線に起因し、②現に医療を要する状態にあるかを認定 

     ：  原子爆弾被爆者医療分科会にて専門的な観点から客観的に審査し、厚生労働大臣が認定 

           「厚生労働大臣は、原爆症認定を行うに当たっては、政令で定める審議会(*)の意見を聴かなければならない。」（被爆者援護法第１１条第２項） 

                                    ＊ 政令で定める審議会 ＝ 疾病・障害認定審査会 （原子爆弾被爆者医療分科会）                          

原爆症の認定 

援 護 措 置 

                    以下のいずれかに該当する者であって「被爆者健康手帳」の交付を受けた者    【手帳保持者 約２１．９万人】 

                                                                                                                                  （平成22年度末）    

            ① 原爆投下の際「被爆地域」（広島市・長崎市の区域・隣接地域）に在った者 
                       ② 入市被爆者（原爆投下後２週間以内に爆心地付近（約２ｋｍ）に入市した者） 
                       ③ 救護被爆者（放射能の影響を受けるような事情の下にあった者）など                   

被爆者の範囲 

原子爆弾被爆者に対する援護の仕組み 
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原 爆 諸 手 当 一 覧 
手 当 の 種 類  平成23年度支給単価 支 給 要 件 

医療特別手当 月 
額   136,890 円 原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、 

まだその病気やけがの治っていない人 

特別手当 月 
額   50,550 円 原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、 

現在はその病気やけがが治った人 

原子爆弾小頭症手当 月 
額   47,110 円 原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人 

健康管理手当 月 
額   33,670 円 高血圧性心疾患等の循環器機能障害のほか、運動器機能障害、視機能障害(白内障)、造血機能障

害、肝臓機能障害、内分泌腺機能障害等１１障害のいずれかを伴う病気にかかっている人 

保健手当 

月 
額   16,880 円 ２㎞以内で直接

被爆した人と当
時その人の胎児
だった人 

  

月 
額   33,670 円 身障手帳１級から３級程度の身体障害、ケロイドのある人又は70歳以上の身

寄りのない単身居宅生活者 

介護手当 月 
額 

重
度 

104,530 円 
精神上又は身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合 

以内 

中
度 

69,680 円 
(重度：身障手帳１級及び２級の一部程度、中度：身障手帳２級の一部及び３級程度) 

以内 

家族介護手当 月 
額   21,500 円 重度の障害のある人で、費用を出さずに身のまわりの世話をうけている場合(身障手帳１級及び

２級の一部程度) 

葬祭料     201,000 円 原爆の影響の関連により死亡した被爆者の葬祭を行う人に支給 

※平成２４年度支給単価については、平成２３年の消費者物価指数の下落に伴い、平成２４年４月から支給額を改定する予定。 
  また、これまで年金と連動して同じスライド措置が採られたことによる物価スライド特例分について、年金と同様に、手当額を本来の水準に計画的に引き
下げる予定。 
  （平成２４年度から２６年度の３年間で解消し、平成２４年１０月から０．６％引下げ）。 107



 

指導調査室 

 

 

 公衆衛生関係行政事務指導監査 

 

  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（結核に係る施行事務に限る）並びに特定疾患治療研究事業に関する

行政事務指導監査については、これら行政の適正かつ効率的な運営に資することを目的

として、平成２４年度においても重点事項を定めて実施することとしているので、格段

の御協力をお願いする。 

 また、平成２３年度における指導監査の結果を見ると、過去に是正改善を図るよう指

摘した事項について、依然として改善されていない事例が散見されるので、各自治体に

おかれては、改めて指摘の趣旨を御理解の上、適切に対処されるよう、一層の御尽力を

お願いする。 

 なお、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に係る行政事務指導監査について

も、本指導監査と併せて実施することとしているので御了知願いたい。 
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保健衛生施設等整備

平 成 23 年 度 平 成 24 年 度
事 項 備 考

当 初 予 算 額 予算額（案）

百万円 百万円 

 保健衛生施設等整備 2,483 2,897

　１．施設整備費 783 883

　２．設備整備費 1,700 2,014

　新　食品中の放射性物質の検査にかかる設備整備事業

　　　食品における放射性物質の新たな規制値の設定に伴い、都道府県等が検査を
　　実施するために必要な機器の整備を行い、円滑なモニタリング検査の実施を図
　　る。

 新　小児がん拠点病院（仮称）施設整備事業

　　　都道府県、独立行政法人等が設置する小児がん拠点病院（仮称）の施設整備
　　を行い、小児がん対策の推進を図る。

 改　第二種感染症指定医療機関設備整備事業

　　　結核病棟の一部を一般病棟等とするユニット化病棟の設備整備を行い、地域
に
　　おける結核医療の確保を図る。

うち復興庁一括計上　　　　　　　　　　　　　414百万円

 

             補 助 対 象 メ ニ ュ ー 

   【 施 設 整 備 費 】 

 

  ・感染症指定医療機関 

   ・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ患者入院医療機関 

  ・感染症外来協力医療機関 

  ・ｴｲｽﾞ治療個室等の施設 

  ・HIV検査・相談室 

 新・小児がん拠点病院（仮称） 

   ・難病相談・支援センター  

  ・原爆医療施設 

  ・原爆被爆者保健福祉施設 

  ・放射線影響研究所施設 

  ・農村検診センター 

  ・結核研究所 

  ・結核患者収容モデル病室 

  ・多剤耐性結核専門医療機関 

  ・医薬分業推進支援センター 

  ・食肉衛生検査所 

  ・精神科病院 

  ・精神科救急医療センター 等 

   

 

   【 設 備 整 備 費 】 

  

 改・感染症指定医療機関 

    ・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ患者入院医療機関 

    ・感染症外来協力医療機関 

  ・ｴｲｽﾞ治療拠点病院 

   ・HIV検査・相談室 

   ・難病医療拠点・協力病院 

  ・原爆医療施設 

  ・原爆被爆者保健福祉施設 

  ・原爆被爆者健康管理施設 

  ・食肉衛生検査所（BSE検査） 

  ・がん診療施設 

  ・さい帯血バンク 

  ・組織バンク 

  ・眼球あっせん機関 

  ・結核研究所 

  ・医薬分業推進支援センター 

  ・と畜場 

  ・市場衛生検査所 

  ・マンモグラフィ検診機関 

  ・精神科病院 等 
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生活習慣病対策室

生活習慣病対策について

１．新たな国民健康づくり運動に向けた取組について

生活習慣の改善に向けた国民運動の取組については、現在、平成１２年度から平

成２４年度までを運動期間とする「健康日本２１」等に基づき取組を進めていると

ころであるが、平成２５年度から、次期国民健康づくり運動を開始することを予定

している。その内容については、現在、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会

等でご議論いただいているが、検討に当たり、都道府県、指定都市、中核市、政令

市及び特別区のご意見を伺うため、２月１６日（木）に各自治体担当者にご参集い

ただく場を設定させていただいている。

２．栄養施策・食育の推進について

栄養・食生活は、多くの生活習慣病と関連が深く、生活の質との関連も深いこと

から、栄養状態の改善を図るとともに、良好な食生活を実現するための個人の行動

変容を促すとともに、個人の行動変容を支援する環境の確保が必要である。

そこで、栄養・食生活に関する知識の普及啓発、科学的根拠に基づく栄養施策の

推進、管理栄養士等による栄養指導の実施、管理栄養士等の人材育成を柱として栄

養施策を推進している。

（１）地域における栄養指導の充実・強化について

平成２４年度においては、糖尿病対策を推進するために、引き続き発症予防対策

と重症化予防対策の両面を強化することとしている。

発症予防対策としては 「糖尿病予防戦略事業」として、飲食店が行う栄養成分、

表示やヘルシーメニューの提供の促進など、健全な食習慣を形成するための環境整

備に資する取組を実施する都道府県、保健所設置市及び特別区を補助対象とし、平

成２４年度予算案において３７百万円を計上している。

、 、 、また 重症化予防対策としては 栄養ケア・ステーションの機能強化を図るため

委託事業により地域特性や個々の患者の状態に応じた栄養指導を行う在宅管理栄養

士のスキルアップ研修を行うとともに、身近な診療所等における栄養指導の体制を

強化するために、在宅管理栄養士の活用促進に関する検証を行うこととしている。

さらに、今後増大する在宅療養者に対する食事・栄養支援を行う人材が圧倒的に

不足していることから、平成２４年度より潜在管理栄養士等の人材確保、関係機関

・関係職種と連携した栄養ケアの先駆的活動を行う公益法人等の取組の促進・整備
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を行うこととしている。

（２）管理栄養士等の人材育成について

地域における健康づくりや栄養・食生活の改善のため重要な役割を担う行政栄養

士は５，６１１人（平成２３年度）となっており、この１０年間で約２，０００人

が増加している。管理栄養士等の配置については地方交付税措置を講じており、引

、 。き続き 行政栄養士の配置を含め必要な体制の整備等に特段の御配慮をお願いする

また、行政栄養士の役割の重要性に鑑み、行政栄養士業務に関する担当者会議を平

成２４年７月下旬に実施する予定である。

第２６回管理栄養士国家試験が平成２４年３月１８日に実施されることから、各

、 。種事務手続の速やかな実施とともに 受験者及び養成施設への指導等をお願いする

なお、平成２２年１２月に改定された「管理栄養士国家試験出題基準（ガイドライ

ン 」は、第２６回管理栄養士国家試験から適用となる。）

また、調理師の資質の向上の観点から、調理師養成施設の教育目標の明確化等の

カリキュラムの充実を図るため、調理師養成施設指導要領の改定に向けた検討を行

っているところであり、平成23年度中を目途に改定を行う予定である。

（３）国民健康・栄養調査について

平成２４年度の国民健康・栄養調査については、次期国民健康づくり運動のモニ

タリングに必要な指標である運動開始時のベースライン値を詳細に把握するため、

栄養摂取状況調査と生活習慣調査の調査単位区数を拡大して実施する予定であり、

御協力をお願いする。

（４）健康づくりのための食育の推進について

近年の国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心

身を培い、豊かな人間性をはぐくむため、食育の推進が重要である。このため、食

育基本法（平成１７年法律第６３号）及び食育推進基本計画に基づき、食育の推進

を実施している。平成２３年３月に食育推進基本計画の見直しが行われ、平成２３

年度から２７年度までの５年間を対象とする第２次食育推進基本計画が策定された

ところである。第２次食育推進基本計画の策定に伴う各都道府県・政令市・特別区

における計画の見直しに当たっては、関係部局等との連携を十分に図るとともに、

健康日本２１や都道府県及び市町村の健康増進計画の内容及び動向も踏まえ、地域

の特性に応じた計画の見直しをお願いする。

毎年実施している「食生活改善普及運動」については、健康増進の総合的な推進

を図る観点から、平成２４年度も９月の「健康増進普及月間」にあわせ実施するこ

ととしており、それぞれの地域の特性を勘案の上、効果的な運動の推進をお願いし

たい。

３．運動施策について

糖尿病を始めとする生活習慣病の予防には、適度な運動を生活習慣として定着さ
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せていくことが重要である。

このため、科学的根拠に基づく運動施策の推進、運動習慣の定着に必要な知識の

普及及び運動実践の場の提供を中心に施策を推進しているところである。

（１）運動基準及び運動指針について

、 、身体活動・運動と生活習慣病予防に関する新たな知見を踏まえ 平成１８年７月

「健康づくりのための運動基準２００６ 「健康づくりのための運動指針２００」、

６～エクササイズガイド～」を策定した。

運動基準においては、健康づくりのために必要な身体活動・運動に関するエビデ

ンスとして、国民の健康の維持・増進、生活習慣病の予防を目的とした望ましい身

体活動・運動及び体力の基準を示している。

また、エクササイズガイドにおいては、運動基準に基づき国民が健康的な生活を

送るためにはどれだけの運動や身体活動を行えば良いのか、また、現在の活動量や

体力に応じてどのような運動や身体活動を行えば良いのかを具体的に示し、健康づ

くりの普及啓発のツールとして活用を図っている。平成２４年度においては、平成

１８年の策定後に集積された新たな知見などを踏まえた改定を行うこととしてい

る。

都道府県等においても、引き続き、運動基準及びエクササイズガイドの活用を図

られたい。

（２）運動実践の場の提供について

健康づくりのための運動等を安全かつ適切に行うことができる施設を「健康増進

施設 （運動型、温泉利用型、温泉利用プログラム型の３種類）として認定してい」

る （平成２３年１２月２６日現在、運動型３８１施設、温泉利用型２０施設、温。

泉利用プログラム型３７施設）

また、これらの施設では、運動指導の専門家による運動指導等が行われている。

今後とも、特定保健指導を始めとする生活習慣病予防対策における運動指導の担

い手として、健康増進施設の活用を図られたい。

４．たばこ対策について

たばこが健康に悪影響を与えることは明らかとなっており、がん、循環器病等の

生活習慣病を予防する上で、たばこ対策を進めることは重要な課題である。

このため、平成１２年度から推進している「健康日本２１」において、

①喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及、

②未成年者の喫煙の防止

③公共の場や職場での分煙の徹底及び効果の高い分煙についての知識の普及

④禁煙を希望する者に対する支援プログラムの普及

の４つを柱とし、総合的なたばこ対策を進めている。

平成１５年５月には、健康増進法が施行され、受動喫煙による健康への影響を踏

まえ、多数の者が利用する施設について、受動喫煙を防止する措置を講ずるよう努
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めなければならないこととされた。

「 」また、平成１６年６月に批准した たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約

（以下「ＦＣＴＣ」という （平成１７年２月発効）に基づき、たばこ対策関係。）

省庁連絡会議を設置し、関係省庁の密接な連携の下にたばこ対策を促進することと

したところである。

ＦＣＴＣに基づく「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライ

ン」を受けて、厚生労働省では、受動喫煙防止対策をより一層推進するため 「公、

共的な空間については、原則として全面禁煙」等の「受動喫煙防止対策のあり方に

関する検討会報告書（平成２１年３月 」が取りまとめられたことを踏まえ、平成）

２２年２月２５日に、今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者

が利用する公共的な空間は、原則として全面禁煙であるべきこと等を記した健康局

長通知を発出した。

また、平成２２年１１月に開催された第４回締約国会議において 「たばこ製品、

の含有物等の規制に関する暫定ガイドライン 「教育・情報発信・啓発等に関す」、

るガイドライン 「たばこ依存に関する治療や禁煙に関するガイドライン」の３」、

件が採択され、更なるたばこ対策の推進を求められている。

こうした中 「健康的な生活習慣づくり重点化事業（たばこ対策促進事業 」に、 ）

ついては、平成２４年度予算案に４１百万円計上している。

各都道府県、保健所設置市、特別区においては、地域のたばこ対策関係者との連

携の下、喫煙率が上昇傾向にある２０～３０歳代の女性をターゲットとした禁煙対

策や、禁煙成功者を中心とした「禁煙普及員」による草の根的な禁煙・受動喫煙に

関する普及啓発活動などの実施により、たばこ対策の更なる推進をお願いする。

また、厚生労働省は、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、た

ばこ税の税率の引上げを要望してきたところである。平成２３年１２月１０日に取

りまとめられた平成２４年度税制改正大綱においては 「平成２５年度税制改正以、

降の税率引上げにあたっては、たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造

者等に及ぼす影響等を十分に見極めつつ判断していきます 」と記載されている。。

、 。厚生労働省としては 引き続きたばこ税の引き上げを要望していくこととしている

５．女性の健康づくり対策の推進

女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を過ごすことができるよう、女

性の様々な健康問題を社会全体で総合的に支援する必要がある。このため、地方自

治体が既に実施している取組や平成２１年度に実施した女性の健康支援対策事業に

おける取組を集約し、ホームページで女性の健康づくり対策の事例として公表し、

女性の視点を取り入れた健康づくりを推進している。

また、毎年３月１日から３月８日の「女性の健康週間」を活用し、国及び地方公

共団体、関連団体等社会全体が一体となって、各種の啓発活動及び行事等を展開す

ることとしており、引き続き、運動推進への協力をお願いする。

６．アルコール対策について
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多種多様なアルコール飲料が販売されるとともに、飲酒機会が増大する中で、ア

ルコールに起因する様々な事柄が社会問題となっている。

アルコール対策としては、平成１２年度から「健康日本２１」において、

①１日に平均純アルコールで約60gを超え多量に飲酒する人の減少

②未成年者の飲酒をなくす

③「節度ある適度な飲酒」としては１日平均純アルコールで約20g程度である旨の

知識を普及する

ことを目標として掲げ取組を推進している。

また、国際的な流れとして、平成２２年５月の第６３回ＷＨＯ総会において「ア

」 。 、ルコールの有害な使用を軽減するための世界戦略 が採択された 本戦略の中では

アルコールの有害使用のモニタリングやサーベイランスの重要性が強調されてお

り、厚生労働省としては、本戦略を踏まえ、アルコール対策を更に推進することと

している。

都道府県等においては、こうした国際的な状況を勘案しながら、平成２０年４月

「 」 、に発出した事務連絡 アルコールの影響と適度な飲酒について 等を活用するなど

更なるアルコール対策に努められたい。

７．健康増進施策（健康増進事業等）の推進

（１）健康増進法に基づく健康増進事業について

、 、平成２０年４月より 医療保険者として行う特定健康診査・特定保健指導以外に

市町村においては、骨粗鬆症検診、歯周疾患検診等の健康増進法に基づく健康増進

事業を実施している。

、 、都道府県においては 地域・職域連携推進協議会等を通して医療保険者と連携し

市町村が実施する健康増進事業と特定健康診査・特定保健指導との連携が円滑に進

むよう引き続き支援をお願いする。

（２）地方財政措置（ヘルスアッププラン）の活用

平成１４年度から、地方公共団体の健康づくり・疾病予防対策について、地方健

康増進計画の策定、住民健康・栄養調査等の実施、４０歳未満の青壮年層に対する

健康診査、健康教育等の実施、健康づくり支援のためのマンパワーの確保などを柱

とする地方財政措置が講じられており、平成２４年度においても引き続き措置され

る予定であるので、積極的な事業の推進をお願いする。

また、市町村における健康増進計画の策定や健康づくり事業の推進についても、

当該地方財政措置を活用した取組を促すとともに、管内の市町村の健康課題等につ

いての情報提供、保健所におけるデータの分析・評価、市町村が行う調査や計画策

定に係る指導助言等の支援をお願いする。

８．糖尿病対策について

糖尿病対策を更に推進するため、発症予防対策及び重症化予防対策を強化するこ

ととしている。
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、 「 」 「 」具体的には 糖尿病の発症予防対策の強化として 歩くこと や 適切な食生活

といった基本的な健康づくりへの取組を、日常生活の中から国民に浸透させていく

ことを目的として、

① 民間企業等と連携した職域における取組や企業の経済活動等を通じた取組で

ある 「 」を平成２３年２月に開始したところであり、平成２、 Smart Life Project

４年度においても引き続き推進する。

② 地方自治体において、飲食店における栄養成分表示の促進やヘルシーメニュ

ーの提供、気軽に運動できる体験機会の提供等、糖尿病予防対策を支援する環

境整備を行う。

また、糖尿病の重症化予防対策の強化として

① 糖尿病の専門病院と一般の診療所との診療連携体制を構築するため、都道府

県における、

・診療連携体制のあり方の検討、

・連携体制構築のための医療機関に対する説明会等の開催、

・適切な食事・運動療法を診療所においても受けられるよう、診療所の看護師

や管理栄養士等と専門病院の糖尿病療養指導士との連携強化等の支援

などの実施。

② 診療所における栄養指導の体制を強化するため妊娠・出産等により職場を離

れた在宅の管理栄養士に対するスキルアップ研修を行い、病気が悪化する前に

身近な診療所で栄養指導を受けられる体制の整備。

などの取組を実施しており、これらの事業が円滑に進むよう引き続き御協力を御願

いする。

９．健康づくりにおけるボランティアやＮＰＯ等の活動事例の収集について

健康づくりにおいては、個人の行動変容を促すことが課題であり、単なる知識

の普及にとどまらず、行動変容を促すため、ボランティア等の実践的な予防活動

の果たす役割は重要なものとされてきた。

「新しい公共」の考え方も踏まえ、健康づくりにおいてボランティア等の自由

かつ主体的な発想に基づく活動を取り入れていくことが求められる。

このため、平成２３年度よりボランティアで健康づくりに取り組む公益法人や

ＮＰＯ法人を対象に、健康づくりに関する活動を公募する「実践的な予防活動支

援事業」を開始しており、平成２４年度も引き続き公募を行うこととしている。

地方公共団体においても本事業についての関係者への周知をお願いする。

厚生労働省としても、本事業により事例の収集及びその効果の検証を行い、平

成２５年度以降の新たな国民健康づくり運動に役立てたいと考えている。
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